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●国東市役所
　（国東総合支所）
　☎（0978）72-1111㈹

●国見総合支所
　☎（0978）82-1111㈹

●武蔵総合支所
　☎（0978）68-1111㈹

●安岐総合支所
　☎（0978）67-1111㈹

●国東市消防本部
　☎（0978）72-1101

●国東市民病院
　☎（0978）67-1211㈹

ひとのうごき（6月30日現在）
　男　　16,446人（△20）
　女　　18,108人（△12）
　計　　34,554人（△32）
世帯数　13,478世帯（△1）

KUNISAKI

情
報

情
報

くらしのくらしの

コーナーコーナー

くらしの

コーナー

8月の納税：住民税（第２期分）、国民健康保険税（第５期分）、介護保険料（第３期分）
納期限は8月31日（木） 問い合わせ　税務課　☎０９７８‐７２‐５１６２

催 

し

講 
座

募 

集
車種

普通
ＭＴ

普通
ＡＴ

現有免許
な　し
原　付
自　二
な　し
原　付
自　二

昼間計
257,940円
255,210円
196,690円
243,600円
240,870円
182,350円

教習料金合計（消費税込み）

修了検定料
（申請料含む）
卒業検定料
（申請料含む）
補習料
（１時限）
高速通行料

9,800円

9,350円

4,780円

500円

その他の費用

お
知
ら
せ

 

平
成
18
年
大
分
空
港
「
空
の
日
」

 

イ
ベ
ン
ト
案
内

　

今
年
も
、
大
分
空
港
で
「
空
の

日
」
の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
ま

す
。
管
制
塔
の
見
学
や
、
セ
ス
ナ
機

の
遊
覧
飛
行
等
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
が

盛
り
だ
く
さ
ん
。
市
民
の
皆
様
の
ご

来
場
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
詳
細
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.oita-cab.go.jp

と
き　

９
月
23
日
㈯　

雨
天
中
止

場
所　

大
分
空
港

問
い
合
わ
せ　

大
分
空
港
事
務
所　

☎
０
９
７
８
67
３
７
７
１

 

第
16
回
暴
力
追
放・

銃
器
根
絶

 

大
分
県
民
大
会

日
時　

８
月
23
日
㈬

午
後
２
時
〜
４
時

場
所　

中
津
市　

中
津
文
化
会
館

内
容

大
分
県
警
音
楽
隊
の
演
奏
・
暴
力
追

放
功
労
者
等
の
表
彰
・
大
会
宣
言

特
別
講
演　

講
師　

川
嶌
整
形
外
科

医
院　

川
嶌
眞
人
院
長

演
題
「
中
津
藩
蘭
学
と
人
材
育
成
」

問
い
合
わ
せ

㈶
暴
力
追
放
大
分
県
民
会
議

☎
０
９
７
‐
５
３
８
‐
４
７
０
４

 

消
防
設
備
士
法
定
（
義
務
）
講
習

受
講
対
象
者

①
平
成
16
年
度
に
消
防
設
備
士
の
免

状
を
取
得
し
た
者

 

（
２
年
目
講
習
）

②
平
成
13
年
度
に
消
防
設
備
士
法
定

講
習
を
受
け
た
者

 

（
５
年
目
講
習
）

③
法
定
期
限
内
に
消
防
設
備
士
法
定

講
習
を
受
け
て
い
な
い
者

※

講
習
日
・
会
場
・
講
習
区
分
等
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

講
習
手
数
料　

７
、
０
０
０
円

受
付
期
間　

９
月
１
日
㈮
〜
29
日
㈮

申
込
・
問
い
合
わ
せ

㈶
大
分
県
消
防
設
備
安
全
協
会

☎
０
９
７
‐
５
３
７
‐
３
１
２
５

 

国
東
市
立
国
東
自
動
車
学
校

 

夏
期
入
校
生
を
募
集
し
て
い
ま
す

　

国
東
市
立
国
東
自
動
車
学
校
で

は
、
夏
休
み
を
利
用
し
て
免
許
を
取

得
さ
れ
る
大
学
生
や
専
門
学
校
生
等

の
予
約
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

当
自
動
車
学
校
は
、
国
東
市
立
で

料
金
が
割
安
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

入
校
希
望
の
方
は
、
国
東
自
動
車

学
校
へ
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

国
東
市
立
国
東
自
動
車
学
校

☎
０
９
７
８
72
０
３
９
９

 

障
害
基
礎
年
金
と
老
齢
厚
生
年
金
等 

 

の
併
給
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

　

平
成
18
年
４
月
か
ら
の
改
正
に
よ

り
、
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
者

は
、
老
齢
又
は
遺
族
厚
生
年
金
等
と

併
せ
て
受
給
（
併
給
）
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

対
象
と
な
る
方
は
65
歳
以
上
で
、

障
害
基
礎
年
金
と
老
齢
又
は
死
亡
を

支
給
事
由
と
す
る
年
金
の
受
給
権
が

あ
る
場
合
で
す
。

　

な
お
、
併
給
を
申
請
さ
れ
る
場
合

は
、「
選
択
申
出
書
」
を
社
会
保
険

事
務
所
に
提
出
し
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
①
障
害
基
礎
年
金
と

老
齢
厚
生
年
金
（
又
は
退
職
共
済
年

金
）
②
障
害
基
礎
年
金
と
遺
族
厚
生

年
金
（
又
は
遺
族
共
済
年
金
）
③
旧

国
民
年
金
法
の
障
害
年
金
と
老
齢
厚

生
年
金
（
又
は
退
職
共
済
年
金
）
④

旧
国
民
年
金
法
の
障
害
年
金
と
遺
族

厚
生
年
金
（
遺
族
共
済
年
金
又
は
特

例
遺
族
年
金
）

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ

別
府
社
会
保
険
事
務
所

☎
０
９
７
７
㉒
５
１
１
１

 

財
産
を
相
続
し
た
と
き

　

財
産
を
相
続
や
遺
贈
（
遺
言
に
よ

っ
て
財
産
を
譲
る
こ
と
）
に
よ
っ
て

も
ら
っ
た
場
合
に
は
、
相
続
税
が
か

か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

相
続
税
は
、
遺
産
の
総
額
及
び
相

続
時
精
算
課
税
の
適
用
を
受
け
た
財

産
の
価
額
の
合
計
額
（
相
続
開
始
前

３
年
以
内
の
暦
年
課
税
に
係
る
贈
与

財
産
の
価
額
を
加
算
し
ま
す
。）
か

ら
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
債
務
や
葬
式

費
用
を
差
し
引
い
た
「
正
味
の
遺
産

額
」
が
基
礎
控
除
額
を
超
え
る
場
合

に
、
そ
の
超
え
る
額
に
対
し
て
課
税

さ
れ
ま
す
。

　

基
礎
控
除
額
は
、
五
千
万
円
と
、

一
千
万
円
に
法
定
相
続
人
の
数
を
掛

け
た
金
額
と
の
合
計
額
で
す
。
相
続


